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平成１７年度事業報告書

Ⅰ 独立行政法人国立環境研究所の概要

１．業務の内容

（１）目 的

独立行政法人国立環境研究所は、地球環境保全、公害の防止、自然環境の保護及び

整備その他の環境の保全（良好な環境の創出を含む。以下単に「環境の保全」という。）に

関する調査及び研究を行うことにより、環境の保全に関する科学的知見を得、及び環境の

保全に関する知識の普及を図ることを目的とする。

（独立行政法人国立環境研究所法第３条）

（２）業務の範囲

① 環境の状況の把握に関する研究、人の活動が環境に及ぼす影響に関する研究、

人の活動による環境の変化が人の健康に及ぼす影響に関する研究、環境への負

荷を低減するための方策に関する研究その他環境の保全に関する調査及び研究

（水俣病に関する総合的な調査及び研究を除く。）を行うこと。

② 環境の保全に関する国内及び国外の情報（水俣病に関するものを除く。）の収

集、整理及び提供を行うこと。

③ 前2号の業務に附帯する業務を行うこと。

（独立行政法人国立環境研究所法第１０条）

２．事務所の所在地

本所

〒305-8506 茨城県つくば市小野川１６－２

霞ヶ浦臨湖（水環境保全再生研究ステーション）

〒300-0402 茨城県稲敷郡美浦村大字大山

３．資本金の状況

国立環境研究所の資本金は、平成１７年度末で３８，６６６百万円となっている。
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４．役員の状況

国立環境研究所の役員は、理事長、理事２人、監事２人である。

（独立行政法人国立環境研究所法第７条）

役 職 氏 名 任 期 主 要 経 歴

理 事 長 大塚柳太郎 平成17年4月 1日 昭和45年3月 東京大学理学部理学系研究科修士

～ 課程終了

平成21年3月31日 昭和55年3月 東京大学理学博士

平成 4年 4月 東京大学教授医学部

平成 9年 4月 東京大学教授大学院医学系研究科

理 事 西岡 秀三 平成17年4月 1日 昭和42年 3月 東京大学大学院数物系研究科博士

～ 課程修了

平成19年3月31日 昭和42年 3月 東京大学工学博士

昭和42年 4月 旭化成工業(株)

昭和54年 2月 国立公害研究所総合解析部第四ｸﾞ

ﾙｰﾌﾟ主任研究官

平成 8年 4月 国立環境研究所地球環境研究ｸﾞﾙ

ｰﾌﾟ統括研究官

平成11年 4月 慶應義塾大学大学院政策･ﾒﾃﾞｨｱ研

究科教授

理 事 飯島 孝 平成17年4月 1日 昭和47年 4月 東京大学工学部卒業

～ 平成 6年 9月 環境庁水質保全局水質規制課長

平成19年3月31日 平成 8年 7月 環境庁大気保全局大気規制課長

平成13年 1月 環境省大臣官房廃棄物･ﾘｻｲｸﾙ対

策部廃棄物対策課長

平成14年 1月 環境省大臣官房廃棄物･ﾘｻｲｸﾙ対

策部長

監 事 小泉 英明 平成17年4月 1日 昭和46年 6月 東京大学教養学部卒業

（非常勤） ～ 平成11年 8月 (株)日立製作所基礎研究所所長

平成19年3月31日 平成15年10月 研究開発本部技師長〃

平成16年 4月 役員基礎研究所ﾌｴﾛｰ〃

監 事 貞國 鎭 平成17年4月 1日 昭和40年 3月 早稲田大学第一政治経済学部卒業

（非常勤） ～ 昭和44年 8月 公認会計士貞國 鎭事務所開業

平成19年3月31日 平成 8年 3月 清明監査法人代表社員

５．職員の状況

平成１７年度末の常勤職員数は、２６０名である。
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６．設立の根拠となる法律名

独立行政法人国立環境研究所法（平成１１年法律２１６号）

７．主務大臣

環境大臣

８．沿 革

昭和４９年 ３月 環境庁の附属機関として「国立公害研究所」が発足

平成 ２年 ７月 全面改組により「国立環境研究所」と改称

平成 ２年１０月 研究所内に地球環境研究センターを設置

平成１３年 １月 省庁再編により環境省発足、研究所に廃棄物研究部を新設

平成１３年 ４月 独立行政法人国立環境研究所が発足

平成１８年 ４月 非特定独立行政法人国立環境研究所となる

Ⅱ 平成１７年度業務の実施状況

１．概況

平成１７年度は、第1期中期計画(平成１３～１７年度)の最終年度であり、研究組織及び研

究プロジェクトの円滑な運営、新たな研究棟を含む研究基盤の整備並びに所内諸システム

の運用と一層の改善に努めることにより、中期計画で設定された業務目標の着実な達成に

向けて以下の取組を進めた。

このほか、１８年度からスタートする第２期中期目標期間における研究内容・計画、研究等

の組織体制、人事制度の検討を行った。

２．研究の着実な実施

重点特別研究プロジェクト及び政策対応型調査・研究

● 重点特別研究プロジェクト及び政策対応型調査・研究については、中期計画の目標の

達成に向け着実に推進し、１８年５月の外部研究評価委員会において、中期目標期間

の事後評価を受けた。

● 事後評価においては、重点特別研究プロジェクトについては、昨年度の年度評価に引

き続き、高い評価を得た。政策対応型調査・研究についても、化学物質のリスク管理、

循環型社会の形成に関する分野とも、着実な知見の蓄積が見られる等との高い評価を

得た。

● 事後評価の結果は、各委員からのコメントを含め、１８年度に開始された第２期中期計

画に基づく研究計画の再点検と必要な見直しに活用し、今後の研究の一層の進展を

図ることとしている。
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基盤的調査・研究

● ６つの研究領域において環境研究の基盤となる研究を実施したほか、所内公募研究と

して、主に若手研究者の育成を主眼とした「奨励研究」、及びプロジェクト型の「特別研

究」を実施した。

● 「奨励研究」については、公募及び所内の研究推進委員会による評価を行い、３６件の

基盤的研究及び長期的なモニタリングに関する研究を行った。なお、奨励研究制度に

ついては、フォローアップ調査を行い、その結果を踏まえて１７年度の募集を行った。特

別研究については、外部研究評価委員会の事前評価を行い、新たな４課題を含む１０

課題を実施した。

知的研究基盤

● 環境研究基盤技術ラボラトリーにおいて、環境標準試料及び微生物保存株の所外等

への提供を行った。地球環境研究センターにおいては、地球規模での精緻で体系的

かつ継続的な地球環境モニタリングを行い、データベースの構築と運用を行った。

● またその成果については、１８年５月の外部研究評価委員会において、中期目標期間

の事後評価を受け、昨年度の年度評価に引き続き、高い評価を得た。

３．企業、大学、地方環境研究所等との連携

● 企業との共同研究（１３件）、企業からの受託研究及び研究奨励寄付金による研究（３４

件）について、着実に進めている。特に（社）日本自動車工業会との間では、１５年度か

ら自動車排出ガスに起因するナノ粒子の生体影響に関する共同研究を実施しているほ

か、環境ナノ粒子に関するシンポジウムを協力して開催しており、１７年度は、「２００５ナ

ノ粒子国際シンポジウム」を開催した。

● 大学との間の交流協定等は、３件増の１５件となった。人的交流としては、研究者が大

学の客員教官・非常勤教員となるほか、大学からの客員研究員や研究生の受入れなど

を行っている。

● 全国地方環境研連絡協議会と連携して、第２１回全国環境研究所交流シンポジウム（テ

ーマ「大気環境研究の現状と将来－都市大気汚染・越境大気汚染・酸性雨－」）を開催

するとともに、地方環境研究所との協力に関する検討会を開催した。また、２５の地方環

境研究所との間で６３件の共同研究を実施した。

● ＵＮＥＰ、ＩＰＣＣ、ＯＥＣＤ等の国際機関の活動やＧＥＯ(地球観測グループ)、ＩＧＢＰ、Sp

ecies2000（生物多様性研究ネットワーク）等の国際研究プログラムに積極的に参画する

とともに、ＵＮＥＰなどによるミレニアム・アセスメント、ＧＴＩ（世界分類学イニシアティブ）

のフォーカルポイント、Asia Fluxネットワーク、ＧＩＯ(温室効果ガスインベントリオフィス)、

ＧＣＰ（グローバルカーボンプロジェクト：平成１６年４月から）の事務局としての活動等の

取組を進めた。さらに、気候変動枠組条約締約国会合(ＣＯＰ)の公式オブザーバーステ

ータスが認められ、１７年１２月のＣＯＰ１１(モントリオール)にＮＧＯとして参加した。
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４．研究員の確保、職務能力の向上

● 研究課題への対応等のため、１７年度においては、公募により研究系職員１７人（うち任

期付研究員は７人）を新たに採用した。一方で職員や１７年度末に任期満了となる任期

付研究員等の大学への転出者等が２３人（うち任期付研究員は１５人）あり、１７年度末

の研究系職員の数は、前年度２０９人に比し６人減の２０３人となった。その結果、研究

系職員のうち任期付研究員は１６年度末に比べ８人減の２６人、割合にして１２．８％とな

り、任期付研究員の割合を１３％程度とする中期計画の目標は達成している。

● 増大する研究ニーズに応えるため、ＮＩＥＳフェロー、ＮＩＥＳポスドクフェロー等の研究費

により雇用する研究員の採用を進めた。１７年度末の員数は１５４人であり、前年度１３０

人から２４人の増加となった。

● 職員の職務能力向上のため、面接による目標設定と業績評価を行う職務業績評価制

度を全職員を対象に実施した。１６年度職務業績の評価結果については、１７年度の６

月期ボーナス（業績手当）及び特別昇給に反映させた。

● 研究活動等で顕著な功績があった職員に対するＮＩＥＳ賞の表彰（３名）を行った。

５．自己収入の確保、予算の効率的執行

● １７年度においては、総収入額１６，２４１百万円のうち、自己収入として３，９３８百万円

を確保した。これは年度当初の見込額（３，８４５百万円）を上まわっている。その主な内

訳は、次のとおりである。

１７年度 （ １６年度 ）

・競争的資金等 ２，０３８百万円（２，３７０百万円）

・政府業務受託 １，６９５百万円（２，０８６百万円）

・民間等受託、民間寄付 １８６百万円（ １６７百万円）

・試料分譲、施設使用料等 １１百万円（ １０百万円）

● 一定額以上の契約については、専門経験を要するものを除き原則として競争入札によ

ることとし、１７年度においては、２１件について一般競争入札を行った。

● 所内施設の管理等に係る契約については、対象施設が増加するなかで業務内容の見

直し等を行い、経費の削減に努めた（削減額６百万円）。

● 電気・ガスなどの光熱水費については、省エネルギー対策等の推進に努め、経費の削

減を行った（削減額３６百万円）。

● その他、会計事務のシステム面の改善等により、事務処理の効率化を図った。

６．施設の効率的運用

● 大型施設、大型計測機器等の研究施設・機器、インフラ等について、所内公募を行い、

多くの研究に利用でき、緊急性の高いものなどから優先的に更新・整備を行った。

● スペース課金制度に基づき各ユニットから返納された空きスペースについて、新たな研

究ニーズへの対応を中心に１７４㎡を再配分し、有効活用した。このほか、第２期中期目

標期間における新たな組織編成に備え、空きスペースのうち２６８㎡を留保した。

また、スペース課金制度の見直しを行うとともに、第２期中期目標期間における新たな

組織編成に合わせたスペースの再配分に向け準備を行った。
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７．環境配慮の取組

● 「国立環境研究所省エネルギー等計画」に基づき、研究計画との調整を図りつつ大型

施設等の計画的休止、エネルギー管理の細かな対応等に取り組んだ。また、省エネ型

冷凍機、大型ポンプへのインバーター装置を最大限に活用し対策に取り組むとともに、

１７年７月からＥＳＣＯ事業を開始し、一層の省エネ及びＣＯ２削減を図った。

以上の結果、電気･ガスのエネルギー消費量は、対１２年度比・床面積当たりで７９％と

なった（計画目標は対１２年度比・床面積当たり９０％以下）。また、二酸化炭素の排出

量は対１３年度比・総排出量で１５％の減少となった（計画目標は１８年度までに対１３年

度比・総排出量で７％削減）。

● 上水使用量については、対１２年度比・床面積当たりで４８％の減となった。（計画の目

標は対１２年度比・床面積当たりで１０％以上の削減）。

● 「廃棄物・リサイクルに関する基本方針及び実施方針」に基づき、廃棄物の分別収集を

徹底し、廃棄物の減量化･リサイクルに努め、廃棄物等の発生量を対１６年度比で５％

削減した。また、処理・処分の対象となる可燃物及び実験廃液の発生量は、対１６年度

比で１４％の減少となった。

● 「環境配慮促進法」により環境報告書を作成・公表する義務を負うこととなったことから、

１７年度の事業活動に係る環境報告書を作成するため所要の準備を行った。環境報告

書は１８年７月に公表する。

８．研究成果の社会への還元、広報活動

● 研究成果の社会への還元の一環として、個々の研究者による誌上発表や口頭発表を

進めるとともに、大学の客員教官・非常勤教官としての講義、各種審議会・委員会への

参画の機会を活用した研究成果の普及の推進、さらに、研究成果を国民各層にわかり

やすく普及するための情報誌「環境儀」の刊行（年４号）などを進めた。

● １７年度には４件の発明を職務発明に認定した。なお、１７年度には職務発明に係る特

許として２件が新たに登録され、研究所が保有する特許権は４３件、実用新案権は０

件、意匠権は３件、商標権は１件となった。また、特許の取得等を促進するために、顧

問契約を結んでいる特許事務所に取得特許の実施化、発明の特許取得可能性等につ

いて相談した。

● １７年度の研究成果の誌上発表件数は５７４件、口頭発表件数は１,１４５件で、平成８年

度から１２年度までの年間平均値のそれぞれ１．２０倍、１．５０倍に相当し、中期計画の

目標（平成８～１２年度の１割増）を達成することができた。

● １７年６月に国立環境研究所の研究成果を発表する公開シンポジウム２００５「地球とくら

しの環境学－あなたが知りたいこと、私たちがお伝えしたいこと－」を東京と関西(京都)

でそれぞれ開催し、１,２３７人の参加を得た。

● 研究所施設の一般公開（４月と７月）、国内外からの視察（国内６６件、海外３８件）によ

り、５，５３１人を研究所内に受け入れた。特に平成１７年７月２３日(土)に開催した国立

環境研究所夏の大公開は、１６年度から来場者の要望に応えて夏休みの開催とし、昨

年の約１．８倍(３，０１０名)の参加を得るなど好評を博した。
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● 「国立環境研究所友の会」が研究所との交流活動として開催した第２回フィールドツア

ー(霞ヶ浦)をはじめとして、環境研究・環境保全に関するイベント、展示会等に積極的

に協力を行った。

● マスコミからの取材を含め、外部からの問い合わせに積極的に対応しており、１７年度、

当研究所の研究が紹介された新聞報道は１７１件にのぼった。

９．環境情報の提供等の取組

ＥＩＣネット

● 環境学習を支援し、環境情報を幅広く案内するとともに、市民の情報交流の場を提供

することを目的として運営を行っているが、より魅力あるホームページを目指し、学校環

境ホームページナビの全国版の完成や、化学物質に関する情報の追加など情報発信

内容のさらなる充実を図った。１７年度におけるＥＩＣネットの利用件数（ページビュー）

は、月平均約３７２万件、年間の総計が４，４５８万件を超え、１６年度に比べ大幅に増加

した（４８％増）。

環境技術情報ネットワーク

● 環境保全に貢献する技術の研究開発及び普及の推進を目的に、平成１５年８月から開

設したホームページであり、引き続き、掲載情報の充実を図ってきている。やや専門的

な情報を扱っていることもあり、アクセス件数（ページビュー）は月平均約５．５万件であ

ったが、１６年度に比べて４割近く増加した。

環境ＧＩＳ

● １６年度までに中期計画の目標に掲げられた全てのデータの提供を開始しているが、１

７年度は、環境省からの受託等業務として、ダイオキシン類の環境調査結果をＧＩＳ表示

する「ダイオキシンマップ」を新たに整備した。

国立環境研究所ホームページ

● １７年度における国立環境研究所ホームページの利用（ページビュー）件数は、月平均

約２０７万件、年度総計約２，５００万件であり、１６年度に比べ３０％程増加した。

● ホームページを通じて最新の研究成果・データベースを積極的に発信するとともに、各

研究ユニットからの情報発信を支援した。１７年度中に公開を開始した主なコンテンツは

１１件である。各々のコンテンツでは、データベース化された情報を一般市民に分かりや

すいように加工して提供するよう努めている。

● 研究成果等のほか、国民の関心が高い環境問題をわかりやすく解説した情報をホーム

ページ上で提供しているが、１７年度は、子ども向けの｢NIES子どものページ－いま地球

がたいへん－｣のリニューアル等を行った。


